
JP 2016-207288 A5 2018.2.22

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成30年2月22日(2018.2.22)

【公開番号】特開2016-207288(P2016-207288A)
【公開日】平成28年12月8日(2016.12.8)
【年通号数】公開・登録公報2016-067
【出願番号】特願2015-83615(P2015-83615)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｒ  24/84     (2011.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｒ   24/84     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年1月9日(2018.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施の形態によるコネクタ組立体を示す斜視図である。コネクタ
と相手側コネクタとは、未だ嵌合していない。
【図２】図１のコネクタ組立体の嵌合状態を示す正面図である。
【図３】図１のコネクタ組立体の嵌合状態を示す右側面図である。
【図４】図１のコネクタ組立体の嵌合状態を示す上面図である。
【図５】図２のコネクタ組立体をＡ--Ａ線に沿って示す断面図である。
【図６】図１のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの斜視図である。
【図７】図１のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの底面図である。
【図８】図１のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの正面図である。
【図９】図１のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの右側面図である。
【図１０】図１のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの上面図である。
【図１１】図８の第１のコネクタをＢ--Ｂ線に沿って示す断面図である。
【図１２】第１のコネクタに含まれる第１コンタクトの拡大断面図である。
【図１３】第１のコネクタに含まれる第２コンタクトの拡大断面図である。
【図１４】第１コンタクトと第２コンタクトの接点を説明するための拡大断面図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態によるコネクタ組立体の嵌合状態を示す正面図であ
る。
【図１６】図１５のコネクタ組立体の嵌合状態を示す右側面図である。
【図１７】図１５のコネクタ組立体の嵌合状態を示す上面図である。
【図１８】図１５のコネクタ組立体をＣ--Ｃ線に沿って示す断面図である。
【図１９】図１５のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの斜視図である。
【図２０】図１５のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの底面図である。
【図２１】図１５のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの正面図である。
【図２２】図１５のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの右側面図である。
【図２３】図１５のコネクタ組立体を構成する第１のコネクタの上面図である。
【図２４】図２１の第１コネクタをＤ--Ｄ線に沿って示す断面図である。
【図２５】第１のコネクタに含まれる第１コンタクトの拡大断面図である。
【図２６】特許文献１のコネクタを示す断面図である。
【手続補正２】



(2) JP 2016-207288 A5 2018.2.22

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　図６乃至図１１を参照して後述するように、第１のコネクタ２００は、複数の第１コン
タクト２１０と複数の第２コンタクト２２０を有している。図５から理解されるように、
第１のコネクタ２００が相手側コネクタである第２のコネクタ３００と嵌合した際、第１
コンタクト２１０の一部は、相手側コネクタの相手側第１コンタクト３１０に収容される
。また、第２コンタクト２２０は、相手側コネクタの相手側第２コンタクト３２０の一部
を収容する。その結果、第１コンタクト２１０は、相手側第１コンタクト３１０に接触し
、第２コンタクト２２０は、相手側コネクタの相手側第２コンタクト３２０に接触する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　図１４に示されるように、第１接触部２１１は、相手側第１コンタクト３１０に接触す
る少なくとも１つの第１接点を有する。本実施の形態では、第１接触部２１１は、Ｕ字状
の形状を有しており、第３の方向において離れて位置する２つの第１接点２１４，２１５
を有する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　図１３及び図１４を参照すると、第２コンタクト２２０の各々は、相手側第２コンタク
ト３２０に接触する第２接触部２２１と、対象物（図示せず）に固定される第２固定部２
２２と、第２接触部２２１と第２固定部２２２とを連結する第２連結部２２３とを有して
いる。第２接触部２２１は、相手側第２コンタクト３２０の少なくとも一つの接点に対応
する少なくとも一つの第２接点を有する。本実施の形態では、第２接触部２２１は、第３
方向において離れて位置する２つの第２接点２２４，２２５を有する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　図１４から理解されるように、第１接点２１４，２１５は、相手側第１コンタクト３１
０と接触し、第２接点２２４，２２５は、相手側第２コンタクト３２０と接触する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　本実施の形態では、上記のとおり、第１コンタクト２１０が支持部２３２によって支持
されている。そして、図５から理解されるように、第１のコネクタ２００と第２のコネク



(3) JP 2016-207288 A5 2018.2.22

タ３００とを嵌合させたとき、支持部２３２は相手側コネクタのスロット（２３５）に受
容される。これにより、第１のコネクタ２００と第２のコネクタ３００の間にこじる力が
加えられたとき、支持部２３２が相手側コネクタ（３００）とともにその力を受け止める
。その結果、コネクタ組立体１００にこじる力が加わった際に、第１コンタクト２１０の
変形を防止することができる。こうして、第１コンタクト２１０を含むコネクタ組立体１
００は、こじりに対して耐性を有する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　一方、第２コンタクト２２０の第２接触部２２１は、少なくともその一部がコンタクト
収容部２３６に収容されている。コンタクト収容部２３６は、第２コンタクト２２０の第
２接触部２２１の弾性変形を許容する大きさを有している。これにより、スロット２３５
に相手側第２コンタクト３２０が挿入されるのに伴い、第２コンタクト２２０の２つの第
２接点２２４，２２５（図１３又は図１４参照）間の距離を変化させ、相手側第２コンタ
クト３２０の進入を許容することができる。また、弾性変形による反発力により第２接点
２２４，２２５を相手側第２コンタクト３２０に確実に接触させることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　図１５乃至図１８から理解されるように、本実施の形態によるコネクタ組立体１１００
がコネクタ組立体１００と大きく異なる点は、第１のコネクタ１２００（及び第２のコネ
クタ１３００）のハウジング１２３０の形状及び第１コンタクト１２１０（及び相手側第
２コンタクト１３２０）の形状である。ハウジング１２３０の形状については、ガイド部
１２３３の数とその形状、及び第３方向における支持部２３２と長壁部１２３１との相対
位置関係が、ハウジング２３０と異なっている。その他の点については、コネクタ組立体
１１００は、コネクタ組立体１００と同様に構成される。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　１００　　コネクタ組立体
　２００　　第１のコネクタ
　２１０　　第１コンタクト
　２１１　　第１接触部
　２１２　　第１固定部
　２１３　　第１連結部
　２１４，２１５　　第１接点
　２２０　　第２コンタクト
　２２１　　第２接触部
　２２２　　第２固定部
　２２３　　第２連結部
　２２４，２２５　　第２接点
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　２３０　　ハウジング
　２３１　　長壁部
　２３２　　支持部
　２３３　　ガイド部
　２３４　　短壁部
　２３５　　スロット
　２３６　　コンタクト収容部
　２４０　　第１コンタクト列
　２５０　　第２コンタクト列
　３００　　第２のコネクタ
　３１０　　相手側第１コンタクト
　３２０　　相手側第２コンタクト
　１１００　　コネクタ組立体
　１２００　　第１のコネクタ
　１２１０　　第１コンタクト
　１２１１　　第１接触部
　１２１２　　第１固定部
　１２１３　　第１連結部
　１２１４，１２１５　　第１接点
　１２１７　　オフセット部
　１２３０　　ハウジング
　１２３１　　長壁部
　１２３３　　ガイド部
　１３００　　第２のコネクタ
　１３２０　　相手側第２コンタクト
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